
障害福祉計画及び障害児福祉計画
に係る成果目標及び活動指標について

資料１－１

〇 成果目標①：施設入所者の地域生活への移行

〇 成果目標②：精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

〇 成果目標③：障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた地域
生活支援拠点等の整備

〇 成果目標④：福祉施設から一般就労への移行等

〇 成果目標⑤：障害児支援の提供体制の整備等

〇 活動指標の全体像

平成２８年１１月１１日



目標値
第１～２期

（平成18～23年度）
第３期

（平成24～26年度）
第４期

（平成27～29年度）
第５期

（平成30～32年度）

基本指針
１０％

（平成17年10月１日～
23年度末（6.5年間））

３０％
（平成17年10月1日～

26年度末（9.5年間））

１２％
（平成25年度末～

29年度末（4年間））

９％
（平成28年度末～

32年度末（4年間））

都道府県
障害福祉計画

１４．５%
（平成17年10月１日～
23年度末（6.5年間））

２５．２％
（平成17年10月１日～
26年度末（9.5年間））

１２．０％
（平成25年度末～
29年度末（4年間）

―

平成21～23年度は10月１日数値、24年度～27年度は３月末数値。28年度以降（括弧書き）は推計。（出典：施設入所者の地域生活の移行に関する状況調査）

（参考）基本指針及び都道府県障害福祉計画における目標値

施設入所者の地域生活移行者数に関する目標について

〇 平成25年度末の施設入所者を母数とした地域生活移行者の割合は、平成27年度末時点で3.3％であり、引
き続き、現状の水準で推移した場合、平成29年度末の目標値である12％を下回る状況。

〇 また、直近３カ年（平成25年～平成27年）の地域移行生活移行者の水準を踏まえると、平成28年度末の施設
入所者数を母数とした地域生活移行者の割合は、平成32年度末までに8.4％となる見込み。

施設入所者の地域生活移行者数に関する現状

〇 施設入所者の重度化・高齢化により、入所施設からの退所は入院・死亡を理由とする割合が年々高まっており、
自宅やグループホームなどへの地域生活移行者数は、上記の現状の通り減少傾向にある。

○ 一方で、障害者の重度化・高齢化に対応するための、グループホームなどの障害福祉サービスの機能強化や
地域生活支援拠点等の整備にかかる取組を踏まえ、第５期障害福祉計画の基本指針においては、成果目標を
以下のように設定してはどうか。

【成果目標（案）】
平成32年度末時点で、平成28年度末の施設入所者数の９%以上が地域生活へ移行することを基本
とする。

成果目標（案）
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目標値
第１～２期

（平成18～23年度）
第３期

（平成24～26年度）
第４期

（平成27～29年度）
第５期

（平成30～32年度）

基本指針
１０％

（平成17年10月１日～
23年度末（6.5年間））

３０％
（平成17年10月1日～

26年度末（9.5年間））

１２％
（平成25年度末～

29年度末（4年間））

９％
（平成28年度末～

32年度末（4年間））

都道府県
障害福祉計画

１４．５%
（平成17年10月１日～
23年度末（6.5年間））

２５．２％
（平成17年10月１日～
26年度末（9.5年間））

１２．０％
（平成25年度末～
29年度末（4年間）

―

14,098 

19,430
24,277

29,113 

34,526
36,928

39,238 
41,306

43,686 
46,203 

48,865 
51,681 

54,658
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20,000
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40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

Ｈ17 H20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 H31 H32

平成21～23年度は10月１日数値、24年度～27年度は３月末数値。28年度以降（括弧書き）は推計。（出典：施設入所者の地域生活の移行に関する状況調査）

地域移行率 8.4％(H28年度末施設入所者比)
地域移行 1.1万人(H28年度末～32年度末)
施設入所 13.0万人(H28年度末)

基本指針及び都道府県障害福祉計画における目標値【再掲】

(80,549)

(74,217)

(68,062)

(62,079)

(56,263)
(50,610)

(45,115)
(39,774)平成17年10月１日から

24年度末の伸び率の平均

第4期実績 3.3％(H27年度末時点)
地域移行 0.4万人

(H26年度0.2万人,H27年度0.2万人)
施設入所13.2万人(H25年度末)

目標値①（従前ベース）
目標値②（直近ベース）

新推計
(直近３年の増加率で推移)

従来推計

第５期第４期第３期第２期

施設入所者の地域生活移行者数の推移について（参考データ）

施設入所者の地域生活移行者数の推移
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(+2,978)
(+2,815)

(+2,662)
(+2,517)

(+2,380)
(+2,068)(+2,310)

(+2,402)
(+5,413)

(+4,836)
(+4,847)

(+5,332)

(+4,754)

年平均増加率 5.8％
（直近3年）



2,311 2,376 2,733 3,310 3,008 3,309 3,337 

1,427 1,265 
1,421 

1,329 1,327 
1,479 1,380 

2,578 2,257 
1,896 1,272 1,369 

1,140 1,224 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

H27H26H25H24H23H22H21

障害者支援施設の退所者数の推移

地域移行(※) 他の入所施設へ転所 入院・死亡 その他

7,077 6,828 6,717 6,876 6,667
6,415

7,311

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

総数 7077 6828 6717 6876 6667 6415 7311

就職 541 393 418 642 500 438 404

家庭復帰 1511 1448 1201 1153 1243 1016 966

他の社会福祉施設等へ転所 2665 2947 2716 2844 2411 2187 2368

うち自宅・GH・CH 1285 1468 1389 1515 990 922 941

入院 400 353 408 394 607 775 880

死亡 824 787 961 878 1289 1482 1698

その他 1136 900 1013 965 617 517 995

（※）「地域移行」・・・「就職」「家庭復帰」「他の社会福祉施設等への転所のうち、自宅・GH・CHへの入所者」の計
(出典）社会福祉施設等調査（公表前年１０月１日～公表年９月３０日）

施設入所者の退所数の推移について（参考データ）

〇 障害者支援施設からの退所者数は、年間7,000人前後で推移。

〇 退所理由として、「入院・死亡」が増加する一方で、「施設からの地域移行（就職、家庭復帰、自宅・GH・CH
への住み替え）」は減少傾向にある。

入院・死亡

地域移行
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○ 施設入所者の現状をみると、障害支援区分５以下の利用者は減少または横ばいである一方、区分６の利用者が増加しており、
全体として施設入所者の重度化が進んでいる。また、65歳以上の利用者の割合が増加しているなど、高齢化も進みつつある。

○ このような状況を踏まえると、障害支援区分が比較的軽度で地域生活への移行が可能な者については、グループホーム等の
地域生活への移行を促しつつ、この間の削減実績の推移を踏まえた目標設定とすべきではないか。

○ 一方で、重度化に対応したグループホームの新たな類型の創設や、市町村等における地域生活支援拠点等の整備にかかる
取組を踏まえ、第５期障害福祉計画の基本指針においては、成果目標を以下のように設定してはどうか。

【成果目標（案）】
平成32年度末時点の施設入所者数を平成28年度末時点の施設入所者数から２％以上削減することを基本と
する。

施設入所者数の削減に関する目標について

〇 平成25年度末の施設入所者数を母数とした施設入所者数の削減の割合は、平成27年度末時点で0.6％であ
り、引き続き、現状の水準で推移した場合、平成29年度末の目標値である４％を下回る状況。

〇 また、直近３カ年（平成25年～平成27年）の施設入所者数削減の状況を踏まえると、平成28年度末の施設入
所者数を母数とした削減の割合は平成32年度末までに1.2％となる見込み。

5

目標値
第１～２期

（平成18～23年度）
第３期

（平成24～26年度）
第４期

（平成27～29年度）
第５期

（平成30～32年度）

基本指針
▲７％

（平成17年10月１日～
23年度末（6.5年間））

▲10％
（平成17年10月1日～

26年度末（9.5年間））

▲４％
（平成25年度末～

29年度末（４年間））

▲２％
（平成28年度末～

32年度末（４年間））

都道府県
障害福祉計画

▲8.4%
（平成17年10月１日～
23年度末（6.5年間））

▲15.4%
（平成17年10月１日～
26年度末（9.5年間））

▲3.8％
（平成25年度末～
29年度末（４年間）

―

・平成17年度、平成20～23年度は10月１日数値。24年度～27年度は３月末数値。28年度以降（括弧書き）は推計。
（出典： 国保連データ、社会福祉施設等調査、施設入所者の地域生活の移行に関する状況調査）

（参考）基本指針及び都道府県障害福祉計画における目標値

施設入所者数の削減に関する現状について

成果目標（案）



144,425 

139,851 139,859 

136,653 

134,247 

131,061 131,035 

130,330 

（128,408）
（126,988）

（125,606）
（124,239）

（122,887）

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000

140,000

145,000

150,000

Ｈ17 H20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 H31 H32

（132,763）
（131,295）

（129,843）

129,966 129,603 129,241 128,880 128,520

年平均削減率 ▲0.3％
（直近3年）

平成17年10月１日～24年度
末の削減率の平均（※）

▲1.1％

目標値①（従前ベース）
目標値②（直近ベース）

従来推計

第５期第４期第３期第２期

新推計（直近伸率ベース）

目標値
第１～２期

（平成18～23年度）
第３期

（平成24～26年度）
第４期

（平成27～29年度）
第５期

（平成30～32年度）

基本指針
▲７％

（平成17年10月１日～
23年度末（6.5年間））

▲10％
（平成17年10月1日～

26年度末（9.5年間））

▲４％
（平成25年度末～

29年度末（４年間））

▲２％
（平成28年度末～

32年度末（４年間））

都道府県
障害福祉計画

▲8.4%
（平成17年10月１日～
23年度末（6.5年間））

▲15.4%
（平成17年10月１日～
26年度末（9.5年間））

▲3.8％
（平成25年度末～
29年度末（４年間）

―

基本指針及び都道府県障害福祉計画における目標値【再掲】

・平成17年度、平成20～23年度は10月１日数値。24年度～27年度は３月末数値。28年度以降（括弧書き）は推計。
（出典： 国保連データ、社会福祉施設等調査、施設入所者の地域生活の移行に関する状況調査）

施設入所者数の推移について（参考データ）

施設入所者数の推移
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施設入所支援の利用者数の推移（障害支援区分別）

○ 障害支援区分別の利用者数について、28年３月時点の利用者数を25年３月時点の利用者数と比較すると、区分１については
57.6％減少、区分２については45.9％減少、区分３については35.4％減少、区分４については19.7％減少、区分５については
1.5％減少、区分６については22.6％増加している。

○ 障害種別でみると、28年３月時点の利用者数を26年３月時点の利用者数と比較すると、区分６については、身体障害者は
9.1％増加、知的障害者は21.3％増加、精神障害者は69.4％増加している。

（出典：国保連データ）

630 527 369 267 
3,328 2,953 2,217 1,802 13,179 12,138 10,030 8,513 

28,568 27,181 25,013 22,942 

37,339 37,110 37,069 36,782 

49,654 52,105 57,158 60,864 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

H25.3 H26.3 H27.3 H28.3

全体

132,698 132,014 131,170131,856

300 210 153 

1,378 1,126 926 4,205 3,845 3,473 

5,890 5,702 5,314 

9,225 9,083 8,919 

19,609 20,671 21,399 

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000

H26.3 H27.3 H28.3

身体

40,607 40,637 40,184

195 133 93 
1,505 1,008 775 7,687 5,932 4,794 

21,074 19,030 17,262 

27,752 27,797 27,589 

32,392 36,355 39,286 

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000

100,000

H26.3 H27.3 H28.3

知的

90,605 90,255 89,799

32 26 20 70 81 99 
240 249 241 

213 276 359 
130 

186 
270 

98 
125 

166 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

H26.3 H27.3 H28.3

精神

793
943

1,155

■区分6
■区分5
■区分4
■区分3
■区分2
■区分1

単位：人
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施設入所支援の利用者数の推移（年齢階級別）

○ 年齢階級別の利用者数について、28年３月時点の利用者数を25年３月時点の利用者数と比較すると、
18歳未満については11.3％減少、18歳以上20歳未満については1.6％減少、20歳以上30歳未満について
は15.5％減少、30歳以上40歳未満については22.1％減少、40歳以上50歳未満については4.1％増加、
50歳以上60歳未満については0.2％減少、60歳以上65歳未満については9.8％減少、65歳以上について
は19.7％増加している。

（出典：国保連データ）

124 129 130 110 

978 935 958 962 10,791 10,255 9,569 9,115 

23,079 21,011 19,385 17,987 

30,606 31,174 31,698 31,862 

28,594 28,156 28,372 28,525 

16,812 16,253 15,645 15,169 

23,263 24,864 26,539 27,835 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

H25.3 H26.3 H27.3 H28.3

全体

６５歳以上

６０歳以上

６５歳未満

５０歳以上

６０歳未満

４０歳以上

５０歳未満

３０歳以上

４０歳未満

２０歳以上

３０歳未満

１８歳以上

２０歳未満

１８歳未満

134,247 132,777 132,296 131,565

（人）
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施設入所支援の利用者数の推移（年齢階級別×障害支援区分別）

○ いずれの年齢階級においても、区分６の利用者が増加している（ただし、30歳以上40歳未満を除く）。

○ 年齢階級別にみると、28年３月時点の利用者数を25年３月時点の利用者数と比較すると、区分６に
ついては、20歳以上30歳未満は10.9％増加、30歳以上40歳未満は2.3％減少、40歳以上50歳未満は
30.1％増加、50歳以上60歳未満は26.5％増加、60歳以上65歳未満は10.6％増加、65歳以上は
48.6％増加している。

（出典：国保連データ）

■区分6
■区分5
■区分4
■区分3
■区分2
■区分1

93 87 62 53 
318 285 205 147 635 529 405 326 

2,355 2,185 1,869 1,613 

3,258 3,107 
2,846 2,643 

3,844 3,901 
4,095 4,263 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H25.3 H26.3 H27.3 H28.3

20歳以上30歳未満

10,503 10,094 9,482 9,045

83 65 39 25 
435 371 258 207 1,139 964 720 574 

4,918 4,264 3,515 2,920 

6,975 6,385 
5,810 5,152 

9,278 
8,854 

8,984 
9,060 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H25.3 H26.3 H27.3 H28.3

30歳以上40歳未満

22,828
20,903 19,326 17,938

107 81 66 50 
643 

540 
401 320 1,673 1,520 1,213 1,015 

6,782 6,415 5,815 5,302 

8,886 9,056 9,179 9,149 

12,268 13,439 14,947 15,965 

0
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30,000

35,000

H25.3 H26.3 H27.3 H28.3

40歳以上50歳未満

30,359 31,051 31,621 31,801

129 101 64 49 
781 688 543 428 3,611 3,285 2,660 2,197 

6,143 5,921 5,516 5,160 

7,613 7,549 7,845 7,947 

10,019 10,465 11,660 12,670 

0
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H25.3 H26.3 H27.3 H28.3

50歳以上60歳未満

28,296 28,009 28,288 28,451

83 68 48 27 505 430 282 224 
2,600 2,343 1,926 1,623 

3,427 3,318 3,065 2,793 

4,268 4,144 4,040 4,088 

5,775 5,881 6,263 6,390 

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
16,000
18,000

H25.3 H26.3 H27.3 H28.3

60歳以上65歳未満

16,658 16,184 15,624 15,145

97 83 54 40 553 560 451 397 
3,448 3,419 3,027 2,706 

4,700 4,817 4,982 4,941 

6,073 6,601 7,059 7,529 

8,219 9,333 10,954 12,211 
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障害者支援施設入所者の入所期間について

○ 平成27年９月時点における障害者支援施設の入所者数は約12万５千人であり、そのうち、約８割が
入所期間「５年超」となっている。

出典：平成27年社会福祉施設等調査報告（厚生労働省大臣官房統計情報部）

3,323 
2,761 

2,965 
2,261 

4,417 

9,201 100,319 総 数

６月以下 ６月超１年以下 １年超１年６月以下 １年６月超２年以下 ２年超３年以下 ３年超５年以下 ５年超

125,247

（単位：人）

障害者支援施設入所者の入所期間内訳

10

（80.1%）（7.3%）

（3.5%）
（2.7%）

（2.2%）
（2.4%）

（1.8%）



〇 第５期障害福祉計画の基本指針においては、現在、地域生活支援拠点等の整備が必ずしも進んでいない状況に鑑み、まずは現行の成果
目標を維持することとしてはどうか。

〇 その上で、平成30年度以降の更なる整備促進を図るため、今後、以下のような取組を実施することとしてはどうか。
□ 基本指針（第三 障害福祉計画の作成に関する事項）を見直し、以下のような視点を盛り込む。
① 各地域においてどのような体制を構築するか、目指すべき地域生活支援拠点等の整備方針を検討するため、協議会（障害者総合支援法第89
条の３に規定する協議会をいう。）等を十分に活用すること。
② 整備方針を踏まえ、地域生活支援拠点等を障害児者の生活を地域全体で支える核として機能させるためには、運営する上での課題を共有し、
関係者への研修を行い、拠点等に関与する全ての機関、人材の有機的な結びつきを強化すること。
③ 整備方針や必要な機能が各地域の実情に適しているか、あるいは課題に対応できるかについて、中長期的に必要な機能を見直し、強化を図る
ため、十分に検討・検証すること。

□ 地域生活支援拠点等の意義の徹底や、運営方法等について記載した通知を改めて発出。
□ 全国会議の開催（モデル事業実施自治体等の事例紹介等）。
□ 地域生活支援拠点等の整備の状況を踏まえた好事例（優良事例）集の作成、周知。

【成果目標（案）】 平成32年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも一つを整備することを基本とする。

○ 地域には、障害児者を支える様々な資源が存在し、これまでも各地域の障害福祉計画に基づき整備が進められているところであるが、そ
れらの間の有機的な結びつきが必ずしも十分でないことから、今後、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域が抱える課題に
向き合い、地域で障害児者やその家族が安心して生活するため、緊急時にすぐに相談でき、必要に応じて緊急的な対応が図られる体制とし
て、地域生活支援拠点等の積極的な整備を推進していくことが必要。

〇 地域生活支援拠点等については、第４期障害福祉計画の基本指針において、成果目標として、平成29年度末までに各市町村又は各圏
域に少なくとも一つを整備することを基本。

〇 この間、平成27年度には、各市町村等における拠点等の整備の取組を進めるため、「地域生活支援拠点等の整備推進モデル事業」を実
施するとともに、その報告書を全ての自治体に周知。あわせて、モデル事業の成果を踏まえた、地域生活支援拠点等の整備に際しての留意
点等を通知。

〇 本年９月時点における拠点等の整備状況をみると、整備済が２０市町村、２圏域。

地域生活支援拠点等の整備に向けた取組について

18

地域生活支援拠点等の整備に関する基本的考え方等

成果目標等（案）



発達障害者支援の一層の充実について

〇 発達障害者支援法の改正により、以下のことが規定された。
・ 都道府県及び指定都市（以下「都道府県等」という。）は、発達障害者の支援の体制の整備を図るため、発達障害者支援に従
事する関係者等により構成される発達障害者支援地域協議会を置くことができること。

・ 都道府県等は、発達障害者の支援を行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、発達障害者及びその家族その他の関係者
が可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をすること。

発達障害者支援法の改正

〇 上記の基本的考え方を踏まえ、第５期障害福祉計画の基本指針においては、発達障害者支援地域協議会並びに発達障害者
支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの活動指標を次のように設定してはどうか。

【活動指標】
○ 発達障害者地域支援協議会の開催回数
○ 発達障害者支援センターの相談件数
○ 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言件数
○ 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関や地域住民への研修、啓発件数

活動指標（案）

41

〇 上記の改正を踏まえ、第５期障害福祉計画の基本指針においては、相談支援の体制の確保に関する基本的考え方に次のこと
を規定してはどうか。

・ 地域における発達障害者の課題について情報共有を図るとともに、自治体内の支援体制の整備状況や発達障害者支援セン
ターの活動状況等について検証し、地域の実情に応じた体制整備を計画的に行うため、発達障害者支援地域協議会の設置が重
要であること。

・ 都道府県等は、地域の実情を踏まえつつ、発達障害者が可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられるようにす
るため、発達障害者支援センターの複数設置や発達障害者地域支援マネジャーの配置などの適切な配慮を行うこと。

基本指針への記載（案）



（新） （旧）

成果目標の新旧対照表

4

施設入所者の地域生活への移行

【地域生活移行者の増加】
平成２８年度末時点の施設入所者の９％以上が地域生活へ移
行する。

【施設入所者の削減】
平成２８年度末時点の施設入所者数から２％以上削減する。

施設入所者の地域生活への移行

【地域生活移行者の増加】
平成２５年度末時点の施設入所者の１２％以上が地域生
活へ移行する。

【施設入所者の削減】
平成２５年度末時点の施設入所者数から４％以上削減する。

入院中の精神障害者の地域生活への移行

【入院後３ヶ月時点の退院率の上昇】
入院後３か月時点の退院率を６４％以上とする。

【入院後１年時点の退院率の上昇】
入院後１年時点の退院率を９１％以上とする。

【在院期間１年以上の長期在院者数の減少】
平成２４年６月末時点の長期在院者数から１８％以上削
減する。

障害者の地域生活の支援

【地域生活支援拠点等の整備】
各市町村又は各圏域に少なくとも１つ整備する。

障害者の地域生活の支援

【地域生活支援拠点等の整備】
各市町村又は各圏域に少なくとも１つ整備する。

福祉施設から一般就労への移行等

【福祉施設利用者の一般就労への移行者の増加】
平成28年度の一般就労への移行実績の（Ｐ）倍以上とする。

【就労移行支援事業の利用者の増加】
平成28年度末における利用者数の２割以上増加させる。

【就労移行支援事業所の就労移行率の増加】
就労移行率が３割以上の事業所を全体の５割以上とする。

【職場定着率の増加】
就労定着支援開始１年後の職場定着率を８０％以上とする。

福祉施設から一般就労への移行等

【福祉施設利用者の一般就労への移行者の増加】
平成２４年度の一般就労への移行実績の２倍以上とする。

【就労移行支援事業の利用者の増加】
平成２５年度末における利用者数の６割以上増加させる。

【就労移行支援事業所の就労移行率の増加】
就労移行率が３割以上の事業所を全体の５割以上とする。

障害児支援の提供体制の整備等

【児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実】
・児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１か所以上設置
する（圏域での設置も可）。
・すべての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体
制を構築する。

【主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課
後等デイサービス事業所の確保】
各市町村に少なくとも１か所以上確保する（圏域での確保も可）。

【医療的ケア児支援のための保健・医療・障害福祉・保育・教育
等の関係機関の協議の場の設置】
平成30年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村におい
て、保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関が連携を図
るための協議の場を設ける（市町村は圏域での設置も可）。

【放課後等デイサービスガイドラインを活用した成果目標】
放課後等デイサービスの質の向上を図るため、平成27年４月に
策定した放課後等デイサービスガイドラインを活用した成果目標
について検討する。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

【障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者の協議の場の設置状
況】
全ての障害福祉圏域ごとに保健・医療・福祉関係者の協議の場を設置す
る。

【市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置状況】
全ての障害福祉圏域ごとに保健・医療・福祉関係者の協議の場を設置す
る。

【精神病床における１年以上長期入院患者数（65歳以上、65歳未満）】
平成32年度末時点の精神病床における１年以上長期入院患者数を設
定する。

【精神病床における早期退院率】
・入院後３か月時点の退院率を（P）％以上とする。
・入院後６か月時点の退院率を（P）％以上とする。
・入院後１年時点の退院率を（P）％以上とする。

【新規】



（新） （旧）

活動指標の新旧対照表

5

施設入所者の地域生活への移行 施設入所者の地域生活への移行

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 入院中の精神障害者の地域生活への移行

福祉施設から一般就労への移行等

（都道府県・市町村）
○ 訪問系サービス（居宅介護等）の利用者数、利用時間数
○ 生活介護の利用者数、利用日数
○ 自立訓練（機能訓練・生活訓練）の利用者数、利用日数
○ 就労移行支援の利用者数、利用日数
○ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数
○ 短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数
○ 自立生活援助の利用者数
○ 共同生活援助の利用者数
○ 地域移行支援の利用者数
○ 地域定着支援の利用者数
○ 施設入所支援の利用者数

（都道府県・市町村）
○ 訪問系サービス（居宅介護等）の利用者数、利用時間数
○ 生活介護の利用者数、利用日数
○ 自立訓練（生活訓練）の利用者数、利用日数
○ 就労移行支援の利用者数、利用日数
○ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数
○ 短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数
○ 自立生活援助の利用者数
○ 共同生活援助の利用者数
○ 計画相談支援の利用者数
○ 地域移行支援の利用者数
○ 地域定着支援の利用者数

（都道府県・市町村）

○ 生活介護の利用者数、利用日数
○ 自立訓練（機能訓練・生活訓練）の利用者数、利用日数
○ 就労移行支援の利用者数、利用日数
○ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数
○ 短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数

○ 共同生活援助の利用者数
○ 地域移行支援の利用者数
○ 地域定着支援の利用者数
○ 施設入所支援の利用者数

（都道府県・市町村）

○ 自立訓練（生活訓練）の利用者数、利用日数
○ 就労移行支援の利用者数、利用日数
○ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数
○ 短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数

○ 共同生活援助の利用者数

○ 地域移行支援の利用者数
○ 地域定着支援の利用者数

（都道府県・市町村）
○ 就労移行支援の利用者、利用日数
○ 就労移行支援事業等から一般就労への移行者数（就労移行支援、
就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型）
○ 就労定着支援の利用者数

（都道府県）
○ 福祉施設から公共職業安定所に誘導した福祉施設利用者数
○ 福祉施設から障害者就業・生活支援センターに誘導した福祉施設
利用者数
○ 福祉施設利用者のうち公共職業安定所の支援を受けて就職した
者の数
○ 障害者に対する職業訓練の受講者数

（都道府県・市町村）
○ 就労移行支援の利用者数、利用日数
○ 就労移行支援事業等から一般就労への移行者数（就労移行支
援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型）

（都道府県）
○ 公共職業安定所におけるチーム支援による福祉施設の利用者
の支援件数
○ 委託訓練事業の受講者数
○ 障害者トライアル雇用事業の開始者数
○ 職場適応援助者による支援の対象者数
○ 障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者数

（都道府県・市町村）
○ 児童発達支援の利用児童数、利用日数
○ 医療型児童発達支援の利用児童数、利用日数
○ 放課後等デイサービスの利用児童数、利用日数
○ 保育所等訪問支援の利用児童数、利用日数
○ 訪問型児童発達支援の利用児童数、利用日数
○ 障害児相談支援の利用児童数
○ 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネー
ターの配置人数

（都道府県）
○ 福祉型障害児入所施設の利用児童数
○ 医療型障害児入所施設の利用児童数

障害児支援の提供体制の整備等

福祉施設から一般就労への移行等

（都道府県・市町村）
○ 児童発達支援の利用児童数、利用日数
○ 医療型児童発達支援の利用児童数、利用日数
○ 放課後等デイサービスの利用児童数、利用日数
○ 保育所等訪問支援の利用児童数、利用日数

○ 障害児相談支援の利用児童数

（都道府県）
○ 福祉型障害児入所施設の利用児童数
○ 医療型障害児入所施設の利用児童数

障害児支援の提供体制の整備等

発達障害者支援の一層の充実

（都道府県）
○ 発達障害者地域支援協議会の開催回数
○ 発達障害者支援センターの相談件数
○ 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの
関係機関への助言件数
○発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの
関係機関や地域住民への研修、啓発件数


